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１）保全型ビオトープ 

●事業区域の西側にある残留緑地に位置し、現況の湿性地や水田を核としたビオトー

プとする。 

●ビオトープの範囲は、湿性地や水田といった水環境を伴う植生や、隣接するタチヤ

ナギ群落やヤマグワ群落等の多様な環境も含めて多様な生物の生育・生息環境とな

るよう設定する。 

●現況の植生については現況では管理が不十分あるため、植生本来の生態的な特性が

充分に発揮できない箇所もあり、本事業において適切な管理や整備を積極的に行

い、現況以上の豊かな環境の回復を目指す。 

●ビオトープの利用については、整備完了後は環境学習の場として、運動施設利用者

や、地域 NPO、学校等の指導者を伴ったグループ等に開放する。 

＊なお、湿性地の水源は、ビオトープの南側に隣接する残留緑地の斜面からの浸みだ

しであり現況保全とする。 

 
【保全型ビオオープの水源について】 
・ビオトープとなる現況の湿性地については、残留緑地となる南側斜面からの湧水が主と考えられ、
涵養域となる斜面地は現況保全となるため、湧水への影響はないと考えられる。 

・また、造成予定の北東方向からの地下水も水源の一部の可能性があり、造成による影響はないとは
言えないが、造成等による掘削深度が地下水位より浅い事から、現況に近い状態で保全されると考
えた。 

・しかし、想定外の事象により、ビオトープの渇水等が確認された場合に備え、調整値 Aや水田から
導水できる施設を整備し、ビオトープの水源が常に確保できる計画とした。（P3-72-3の通り。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5-3-2 保全型ビオトープの緑地区分毎の管理・整備 

 

 

 

 

表 3-5-3-2 保全型ビオトープの機能 

整備後の環境 主な機能 

①ヨシ群落 

(外来種植生からの改良) 

・湿性植生を好む動植物の生育・生息場所。 

・隣接する現況ﾖｼ群落への外来種進入防止。 

・保全型ビオトープの多様性。 

②ﾎｵﾉｷ・ﾐｽﾞｷ群落 

(現況保全・林床管理) 

・事業区域内における景観への配慮。 

・花木を好む動物の生息環境。 

・保全型ビオトープの多様性。 

③ヨシ群落 

(現況保全・小水域の整備) 

・湿性植生を好む動植物の生育・生息場所。 

・止水環境を好む動物の生息環境。 

・自然度の高い植生の保全。 

・移動保全による希少な動植物の移動先。 

④タチヤナギ群落 

(現況保全・林床管理) 

・湿性樹林を好む動植物の生育・生息場所。 

・自然度の高い植生の保全機能。 

・移動保全による希少な動植物の移動先。 

⑤水田 

(現況保全・水田耕作) 

・水田環境を好む動植物の生育・生息環境。 

・保全型ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの多様な環境の構成要素。 

・地域住民に対する配慮と、水田学習の場。 

⑥刈り跡雑草群落 

(現況保全・草刈り) 

・水田利用のための休憩場所・一時的な荷物置き場所。 

・保全型ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの多様な環境の構成要素。 

⑦ヤマグワ群落 

(現況保全・林床管理) 

・ﾔﾏｸﾞﾜの実を利用する哺乳類や鳥類の餌場。 

・保全型ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの多様な環境の構成要素。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑地区分 現況植生 管理・整備

①ヨシ群落への改良

外来種の除去・土壌整備

導水・ヨシの植え付け

現況保全

林床管理

現況保全

小水域の整備

現況保全

林床管理

現況保全

水田耕作

現況保全

草刈り

現況保全

林床管理

⑤水田

残留緑地-13・17

残留緑地-16 ⑥刈り跡雑草群落

残留緑地-12・19 ②ﾎｵﾉｷ・ﾐｽﾞｷ群落

残留緑地-14

③ヨシ群落

④タチヤナギ群落

残留緑地-18 ⑦ヤマグワ群落

保
全
型
ビ
オ
ト
ー

プ

残留緑地-11 ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ群落

残留緑地-15
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【保全型ビオトープの水源について】 

 

P3-72に記した通り、ビオトープとなる現況の湿性地については、残留緑地となる南側斜面

からの湧水が主と考えている。 

造成予定の北東方向からの表流水の多くは、現況の水路へと流出していると思われるが、地

下水においては、水源の一部の可能性がある為、ボーリング調査の結果等を確認した。 

 

調査位置と結果は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果より 

NO.10・ NO.9・NO.8と下流に向かって調査を行った。 

調査年月日付近の降雨のデーターより、20㎜/日程度の降水量があっ  

たが、まとまった降雨は観測されていない事から、NO.10では孔内水位

や土質区分より地表面より 3.5ｍ深程度の標高 160.16 付近、NO.9 では

地表面より 10.8ｍ深、標高 150.25付近、NO.8では地表面より 6.0ｍ深、

標高 149.00付近に地下水位があると思われる。 

  

本事業では、盛土内に設置する暗渠排水管や、排水層より直ちに排水

する事で盛土の安定性は保たれるが、現況の地下水位まで降雨が到達せ

ず、北東方向よりの地下水が、枯渇する事も考えられる、その事で保全

型ビオトープに渇水の影響があった場合は、表流水や排水層また、沢の

一部は暗渠排水管より調整池 Aへ導かれることから、調整池には常時一

定量の水が確保されていると考える。 

調整池にビオトープへ供給できるよう、バルブ等を設置して渇水の確 

認があった場合は、そこよりビオトープへ供給する事とする。 

（P4-60「調整池 A平面図・断面図」の通り。） 

但し、造成等による掘削深度は地下水位より浅い事から、通常であれ

ば現況に近い状態で保全されると考えている。 

 

 

 

  



【保全型ビオトープの水源観測について】

前項 では、ボーリング調査の結果を基に、保全型ビオトープの水源への影響につい

て考察したが、現状の水源の状況把握と、工事中及び完了後の水源への異常について観測井を

設けて、下記のスケジュールで確認する事とする。

・観測井を設けるにあたっては、周辺の植生状況を破壊しないよう現地調査と施工計画を行う。

・観測井の深度は、現況より帯水層の深度を確認して、その深さまでとする。概ね ｍまでに

帯水層はあると思われる。

・工事中は水位の観測を日常行い、必要観測点においては、気候の状況にもよるが 回 月の頻

度で、流速・流向・水質に対して観測する。

・観測場所は下図の通り、調整池 に向かっている沢を盛土工事で埋める為、その沢筋と調整

池 の出口付近・主に現況の湿性地水源としている、保全型ビオトープ南側の斜面下・保全型

ビオトープの中心付近・保全型ビオトープの出口付近とする。

観測井の設置計画予定位置

【保全型ビオトープの確実な水源確保について】

前項でも記した通り、工事による保全型ビオトープの水源への影響は無いと考えられたが、

想定外の事象も想定し、保全型ビオトープへの確実な水源確保について整理した。

■確実な水源確保の方針

現況の水源と考えられる南側斜面からの湧水や浸みだし水が渇水した場合は、２系統計画

されている暗渠排水管からの水（現況の沢水）を、保全型ビオトープの湿性地に導水する施

設を整備し、少なくても「市民団体が活動する水田」「水生生物の保全池」「湿性植物の群生

地」については確実に保全する計画とした。

■導水方法

現況の水源となる南側斜面の湧水や浸みだし水が渇水した場合は、工事後は、調整池Ａか

ら導水される水と、工事前は湿性地の涵養には関していなかった水田の水を、新たに湿性地

の涵養に活用する計画とした。

①調整池 を経由した湿性地への導水

・ 系統ある暗渠排水管のうち 系統は、調整池Ａを経由し、湿性地に導水する。

・調整池 には水中ポンプで汲み上げ可能な施設をあらかじめ設置し、調整池から湿性地

までの導水管を設置する。調整池は ｍ× ｍ・高さ ｍで ㎥の水を確保する。

②市民団体が活動する水田を経由した湿性地への導水

・ 系統ある暗渠排水管のうち、もう一方の暗渠排水は、一旦既存水路に放流されるが、

現況と同様に既存水路から半量を水田に導水する。

・その後、現況では水田の水は湿性地を経由する事なく、既存水路に放流されていたが、

水田で利用した水は湿性地に放流する。

・また水田の落水時期は、水田を経由する事なく、既存水路から導水された水を、湿性地

に直接導水する導水管を設置する。

①調整池 を経由して湿性地に導水される暗渠排水管の水

②市民団体が活動する水田を経由して湿性地に導水される暗渠排水管の水

暗渠排水管 調整池Ａ
湿性地まで

の導水管
湿性地

暗渠排水管 既存水路
水田までの

導水管
水田

湿性地

水田の落水

時の導水管

ポンプで
圧送

自然流下
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図 3-5-3-3  保全型ビオトープイメージ図 

【保全型ビオトープ】 

・保全型ビオトープは、ヨシ群落等、湿性地を中心とした残留緑地によって構成されている。 

・そのうち、「市民団体が活動する水田」や「湿性植物の群生地」、新たに整備する「水生生物の保全池」は、特

に重要な保全ポイントと考えている。 

・水源は湿性地の南側斜面からの湧水と浸みだし水と考えており、涵養域は残留緑地として全域現況保全される

ため、工事による影響はないと考えている。 

・なお、想定外の事象も想定し、現況の水源となっている湧水等が渇水した場合は、次ページの通り、確実な水

源確保を行い、特に重要な保全ポイントだけでも確実に保全を行う対策を講じる。 

 

 




